
「道の駅」的休憩施設開設準備支援業務事業者候補選定プロポーザル募集要項 

 

１ 実施方法 

本公募型プロポーザルは、「道の駅」的休憩施設開設準備支援業務について、参加希望者

に提案書の提出を求め、その提案を別に定める審査項目によって評価する方法により、最も

適した提案者と契約するものである。 

 

２ 実施概要 

（１）委託業務名 「道の駅」的休憩施設開設準備支援業務 

（２）履行期間  契約日から令和４年３月３０日（水）まで 

（３）委託内容  別紙「道の駅」的休憩施設開設準備支援業務企画提案仕様書（以下「仕

様書」という。）による。 

 

３ 見積限度額 

 限度総額 １０，０００，０００円（税込） 

  令和２年度 ５，０００，０００円（税込） 

令和３年度 ５，０００，０００円（税込） 

※業務に対する支払いは仕様書の「５．委託業務の内容」に定める各年度の委託内容の

報告に基づいて、各年度に行う。 

 

４ プロポーザルに係る日程 

（１）質問の締切    令和２年７月９日（木）正午まで 

（２）質問の回答    令和２年７月１３日（月） 

（３）参加申込受付期間 令和２年７月１４日（火）から 

令和２年７月２０日（月）まで 

（４）提案書受付期間  令和２年７月２０日（月）まで 

（５）結果通知予定日  令和２年８月３日（月） 

 

５ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとし、町がその資

格を認めた者とする。 

（１）町の一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するもの

でないこと。 

（３）井手町工事等契約に係る指名停止等の措置要綱（平成２０年井手町告示第３３号）に

よる指名停止期間中でないこと。 



（４）過去５年間（平成２７年度～令和元年度）において、本件業務と同種又は類似の業務

（地方公共団体の整備する道の駅の基本構想・基本設計業務等）を行った実績がある

こと。 

 

６ 参加申込書の提出 

（１）提出書類 参加申込書（様式１） 

（２）提出場所 〒６１０－０３０２ 

京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水６７ 

井手町役場 地域創生推進室 

（３）提出方法 提出場所に持参又は郵送すること。 

※郵送する場合は事前に連絡するとともに、参加申込書受付表を返送す

るための返信用封筒及び８４円切手を同封すること。 

（４）提出期限 令和２年７月１４日（火）～令和２年７月２０日（月） 

 

７ 提出を求める提案書の内容 

（１）委託業務全体のプランニング（基本的な考え方や特に強調したい発案性、独自性等を

記述してください。） 

（２）本件業務に係るスケジュール 

（３）過去５年間における本件業務と同種又は類似の業務実績（業務受託年度、発注機関、

業務名、業務の概要を記載したもの。） 

（４）本件業務を受託した場合の体制 

（５）見積書（年度別費用及びコンサルティング業務の明細を示したもの） 

 ※提出資料は、原則としてＡ４判体裁（Ａ３判横使い可）。提案書表紙（様式２）を添

付の上ご提出ください。内容について、表現方法は特に問いませんが、要件を簡潔に

まとめてください。提出資料はコピー可とし、原本の提出は不要です。（ただし、見

積書のみ押印の上、原本を提出してください。） 

 

８ 提案書の提出期限等 

（１）提出期限 令和２年７月２０日（月）午後５時必着とする。 

（２）提出場所 〒６１０－０３０２ 

京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水６７ 

        井手町役場地域創生推進室（担当 仲久保） 

（３）提出方法 提出場所に郵送すること。（郵送方法は、配達記録が残る方法とすること。） 

（４）提出部数 ７部（ただし、提案書表紙及び見積書は１部） 

（５）その他  ①膨大な資料が提出された場合には、審査に際し、貴社に断りなく妥当な

量に削減することがあります。 



②審査は提案業者名を明示せずに行うため、提案書表紙以外には提案業

者名及び提案業者を特定することができる内容は記述しないでくださ

い。 

③提出いただいた資料は返還しません。 

 

９ 選定方法等 

（１）提案事業者によるプレゼンテーションは行わず、提出された提案書に基づき、本町職

員等で構成する審査委員会が審査の上、優先交渉事業者を選定する。なお、審査委員

及び選定経過については、公表しない。 

（２）審査委員は提出された書類に基づいて審査を行うこととし、提案事業者によるプレゼ

ンテーションは行わない。 

（３）選定結果は、決定後速やかに全ての提案事業者に通知するが、異議の申し立ては認め

ないものとする。 

（４）審査委員会においては、各審査委員の下表の評価項目及び配点による評価を合計した

点数を比較し、最も高い提案書の提出者を優先交渉事業者として選定する。 

   評 価 項 目 配 点 

全国で取り組まれている多くの類似事例の十分な分析を踏まえ、井手町の特性や

課題を的確に把握した井手町にふさわしい具体的な提案となっているか。 
３０点 

「道の駅」を運営する主体の検証が十分になされた適切な提案となっているか。 ２０点 

「道の駅」及びその周辺の将来像が検討された実現性のある提案となっている

か。 
２０点 

検討会、視察研修等の内容及び方法について、事業目的の達成のために効果的か

つ具体的な提案となっているか。 
２０点 

見積価格がどの程度か。 １０点 

※最高点の者が複数の場合は、見積価格が最も安価なものを優先交渉事業者とする。な

お、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で見積書を再

作成し、再提出された見積書の金額が最も安価なものを優先交渉事業者として選定

する。 

※評価の結果が最低基準（満点の７０％）を満たさない場合は、優先交渉事業者としな

い。なお、提案者が１者の場合も評価を実施する。 

 

１０ 契約の締結 

選定した優先交渉事業者と町とが協議し、本業務に係る仕様を確定させたうえで、契約を

締結する。契約における仕様書の内容は、提案された内容が基本となるが、優先交渉事業者

と町との協議により必要に応じて内容を変更したうえで予定価格の範囲内で契約を締結す



るため、契約額は見積額と同じになるとは限らない。なお、選定した優先交渉事業者と町と

の間で行う仕様の詳細事項について、協議が整わなかった場合は、評価結果において次に高

い提案者（最低基準を満たしたものに限る）と協議を行うこととする。 

 

１１ その他の事項 

（１）提案書の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたときは、失格とする。 

（２）提出された書類は、本件の審査以外には使用しない。 

（３）参加申込書及び提案書は返却しない。 

（４）参加申込書及び提案書は、提出後の差し替え及び再提出は認めない。 

 


